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１ 河川・下水道の整備

令和６年度 令和７年度

◆河川整備
＜北区＞ 熊谷川排水機場 工事発注
＜中区＞ 倉安川改修工事 二次改修 工事発注

山崎排水機場 工事継続
米田排水機場 施設更新工事継続

＜東区＞ 砂川排水機場 施設更新工事発注
＜南区＞ 植松排水機場 施設更新工事継続

長寿命化基礎検討業務
（チェリー、消防機庫横、みどりヶ丘）

◆下水道整備
＜北区＞ 今保・白石ポンプ場 自家発電棟 工事着手

横井浸水対策 詳細設計
＜東区＞ 金岡ポンプ場 改築更新工事継続
＜南区＞ 浦安11号雨水幹線（1工区)整備 工事継続

岡南ポンプ場 改築更新工事継続

◆河川整備
＜北区＞ 熊谷川排水機場 工事継続
＜中区＞ 倉安川改修工事 二次改修 工事発注

山崎排水機場 工事継続
米田排水機場 施設更新工事継続

＜南区＞ 植松排水機場 施設更新工事継続

◆下水道整備
＜北区＞ 津島排水区雨水幹線 ・万成ポンプ場増設 設計
＜中区＞ 平井排水センター 改築更新工事継続
＜東区＞ 金岡ポンプ場 改築更新工事継続
＜南区＞ 浦安11号雨水幹線

（1工区）整備工事継続・暫定供用開始
（2工区）整備工事継続

平田ポンプ場 耐震補強・改築更新 詳細設計

４ 避難対策

令和６年度 令和７年度

◆効果的・効率的な災害情報発信
・タブレット端末によるWEB版ハザードマップを活用

した出前講座の実施
・洪水ハザードマップの周知徹底
・自主防災会の結成促進活動活性化の推進

（活動運営費補助金など各種補助金）
・防災訓練等の実施支援
・防災士養成講座の開催
◆避難体制の整備・周知
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成支援講習

会の開催（ワークショップ形式）

◆効果的・効率的な災害情報発信
・タブレット端末によるWEB版ハザードマップを活用

した出前講座の実施
・洪水ハザードマップの周知徹底
・自主防災会の結成促進活動活性化の推進

（活動運営費補助金など各種補助金）
・防災訓練等の実施支援
・防災士養成講座の開催
◆避難体制の整備・周知
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成支援講習

会の開催（ワークショップ形式）

２ 流域対策

令和６年度 令和７年度

◆既存ストックの有効活用
・浸水対策特別事業を実施（樋門改良・浚渫など）
・降雨予想時に用水路などの水位事前調整
・雨水流出抑制施設設置に対する助成と広報
・下水道ストックマネジメント計画に基づく点検・調査
・公式LINE道路・公園損傷通報機能により情報収集
・下水道施設の耐水化計画に伴う耐水診断の実施
・田んぼダム助成制度の運用

＜北区＞ 水位調整の取組拡大(笹ケ瀬川右岸地区)
◆公共施設における貯留浸透施設の設置
＜北区＞ 県道岡山児島線 排水性舗装工事
＜中区＞ 県道岡山玉野線 排水性舗装工事他

・道路事業の透水性舗装工事の実施

◆既存ストックの有効活用
・浸水対策特別事業を実施（樋門改良・浚渫など）
・降雨予想時に用水路などの水位事前調整
・雨水流出抑制施設設置に対する助成と広報
・下水道ストックマネジメント計画に基づく点検・調査
・道路損傷通報システム等を通じた維持管理
・下水道施設の耐水化計画に伴う耐水診断の実施
・田んぼダム助成制度の運用

＜北区＞ 水位調整の取組拡大(笹ケ瀬川右岸地区)
◆公共施設における貯留浸透施設の設置
＜北区＞ 岡山中央中学校区公民館整備工事
＜中区＞ 県道岡山玉野線 排水性舗装工事

幡多幼稚園幼保一体化整備工事
＜南区＞ 市道三浜町築港栄町線 排水性舗装工事

３ 減災対策

令和６年度 令和７年度

◆事前の情報周知・啓発

・内水ハザードマップを本庁・各区役所にて配布

◆防災資機材の配布・支給

・市民への土のう配布（５月～９月に月１回実施）

・町内会への可搬式ポンプ貸与

・大雨時の浸水常襲地区へのリースポンプ配備

・止水板・雨水貯留タンク設置など補助制度と広報

◆地域づくりの啓発・促進

・地元町内会などを対象に出前講座を開催

◆事前の情報周知・啓発

・内水ハザードマップを本庁・各区役所にて配布

◆防災資機材の配布・支給

・市民への土のう配布（５月～９月に月１回実施）

・町内会への可搬式ポンプ貸与

・大雨時の浸水常襲地区へのリースポンプ配備

・止水板・雨水貯留タンク設置など補助制度と広報

◆地域づくりの啓発・促進

・地元町内会などを対象に出前講座を開催

令和６,７年度 浸水対策行動計画に基づく浸水対策の主な取組み目標

各種補助制度 可搬式ポンプ

避難確保計画作成支援講習会可搬式ポンプ試運転実施状況

市管理施設における貯留浸透施設
岡⼭中央中学校区公⺠館

防災訓練状況

重点地区の下水道整備
今保ポンプ場

水防資機材の支給
⼟のう配布状況(北区)

地域づくりの啓発・促進
出前講座実施状況

ワークショップ

⺠間施設による
貯留・浸透施設 設置状況自家発電棟 施工状況

重点地区の下水道整備
浦安11号雨水幹線（1工区）

人孔築造状況

河川排水機場の
⻑寿命化対策

Web版ハザードマップ

今⾕排水機場 ポンプ更新状況

作成

防災訓練状況

雨水貯留槽 排水性舗装の採用
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岡山市浸水対策行動計画  2024・2025年度　取り組み目標一覧表

参考　第1回協議会報告
（2023年度末時点）

短期目標(2027年度) 中期目標(2032年度) 
最終目標に対す
る年度末時点

進捗率
進捗評価

1 河川整備
2-1-2　倉安川からの外水
氾濫を防ぐ河川整備

下水道河川計画課 中区地域整備課
・一次改修（護岸整備）完了
・二次改修（河道掘削）を実施（流下能力の向上）する

・二次改修（河道掘削）を実施（流下能力の向上）する 80％
・二次改修（河道掘削）
  　工事発注
 　 施工延長L=25.0m

・二次改修（河道掘削）
  　工事発注
  　施工延長L=40.0m(地盤改良工)

72% 概ね順調

2 河川整備
2-1-3　流域の排水を担う
排水機場の整備と長寿命
化対策

下水道河川計画課
各区地域整備課
御津支所産業建設課

・山崎地区の排水機場を整備し、浸水被害を軽減する。
・御成川流域において浸水対策の計画方針を策定する。
・長寿命化計画の未作成施設について、計画策定する。

・新たに浸水被害が確認された箇所のうち排水機場の整
備が有効な地区において順次整備を進め、浸水被害を
防止又は軽減する。
・御成川流域において浸水対策の計画方針に基づき、必
要な対策工整備を実施する。
・長寿命化計画に基づく既設排水機場の対策を完了し、
降雨時には正常に運転を行う

新規
100%

長寿命化
100%

・新設排水機場の整備
    山崎地区　工事継続
・浸水対策の計画検討
    御成川
・長寿命化計画
    施設更新工事継続（米田、植松）
    施設更新工事発注（熊谷川、砂川）
    長寿命化基礎検討業務（チェリー、消防機庫横、みどりヶ丘）

・新設排水機場の整備
    山崎地区　工事継続

・長寿命化計画
　  施設更新工事継続（米田、植松）
    施設更新工事継続（熊谷川）

新設
75%

長寿命化
25%

概ね順調

3 下水道整備
2-2-2　重点地区の下水
道整備（浦安排水区）

下水道河川計画課 下水道施設整備課

・浦安11号雨水幹線1工区の整備を完了し、暫定供用
・浦安排水区において、整備する浦安11号雨水幹線(低
段系)の1工区を貯留管として暫定供用
・浦安11号雨水幹線1工区に水位計を設置し、管内水位と
連動したゲートの遠隔操作を実施
・浦安11号雨水幹線2工区の整備に着手

・浦安11号雨水幹線2工区の整備を完了し、暫定供用
・浦安11号雨水幹線2工区にも水位計を設置し、継続的
なデータ収集・解析による雨水管理を高度化
・他の排水区においての貯留管としての暫定供用を検討

64%
・浦安11号雨水幹線（1工区）整備工事完了に伴う暫定供用
  開始

・浦安11号幹線（2工区）の契約締結

・浦安11号雨水幹線（1工区）整備工事完了に伴う暫定供用
  開始

・浦安11号幹線（2工区）整備工事を継続実施

34% 順調

4 下水道整備
2-2-2　重点地区の下水
道整備（西排水区）

下水道河川計画課
下水道施設整備課
下水道河川計画課

・雨水幹線（高段系）の改修を継続実施
・平田ポンプ場の改築更新を進めるとともに、雨水幹線
（低段系）の整備に向けて、下水道施設整備の計画策定
に着手
・主要な下水道管理樋門１カ所の遠隔操作化に着手

・雨水幹線の雨水貯留施設としての暫定利用などの下水
道施設の段階的な整備を図る 39% なし

・平田ポンプ場耐震補強の詳細設計、改築（機械、電気設備）
  の詳細設計を実施 38% ―

5 下水道整備
2-2-2　重点地区の下水
道整備（芳田排水区）

下水道河川計画課
下水道施設整備課
下水道河川計画課

・雨水幹線（低段系）の整備に向けて、下水道施設整備の
計画策定に着手

・未整備雨水幹線などの下水道施設の整備を図る 90% なし なし 90% ―

6 下水道整備
2-2-2　重点地区の下水
道整備（瀬戸排水区）

下水道施設整備課 下水道施設整備課 ・なし（一定の整備を完了） ・なし（一定の整備を完了） 100% なし なし 100% 完了

7 下水道整備
2-2-2　重点地区の下水
道整備（中央・巌井排水
区）

下水道河川計画課 下水道施設整備課

・施設の耐震化・長寿命化を行い機能確保
・笹ヶ瀬ポンプ場、天瀬ポンプ場の主要な機械電気設備
の更新事業を完了
・段階的整備も含めた合流式下水道施設の再構築事業
の計画策定に着手
・主要な管路の改築更新を計画的に実施

・段階的整備も含めた合流式下水道施設の再構築事業
に着手
・天瀬ポンプ場や巌井ポンプ場の再構築事業の計画策
定に着手

―

・笹ヶ瀬ポンプ場
　   し渣搬出設備更新工事（継続）
　   し渣搬出設備更新に伴う電気設備工事（継続）
　   ポンプ棟換気設備更新詳細設計業務委託

・雨水幹線増強計画策定　（下水道河川計画課）
　   雨水幹線増強に必要な計画検討に着手

・雨水幹線増強計画策定　（下水道河川計画課）
　  雨水幹線増強に必要な計画検討を継続実施

― 概ね順調

8 下水道整備
2-2-2　重点地区の下水
道整備（今保排水区）

下水道河川計画課 下水道施設整備課
・ポンプ場整備により平成30年7月豪雨と同等の雨量でも
床上浸水被害を防止する

・ポンプ場の効率的・効果的な運用に努める 100% ・自家発電棟整備工事　着手 なし 100% 順調

9-1 下水道整備
2-2-2　重点地区の下水
道整備（津島排水区）

下水道河川計画課 下水道施設整備課
・ポンプ場増設や雨水きょ延伸の各種設計や法的手続き
等に着手
・既設万成ポンプ場の改築・更新に着手

・ポンプ場増設や雨水きょ延伸などの整備事業を完了
・既設万成ポンプ場の改築・更新を完了

既設分
51%

・都市計画決定・事業計画変更（2023年度から手続開始）
 
・ポンプ場の耐震補強設計業務委託 ・ポンプ場の増設と再構築実施設計の実施

・岡山大学敷地内に新設予定の雨水管きょ占用手続きを実施

・雨水幹線詳細設計業務を実施

51% 概ね順調

9-2 下水道整備
2-2-2　重点地区の下水
道整備（横井排水区）

下水道河川計画課 下水道施設整備課
・新設ポンプ場の用地確保に努め、各種設計や法的手続
きを実施

・新設ポンプ場の整備を完了 0% ・詳細設計の実施予定

・都市計画決定・事業計画変更予定

・地元・地権者との協議を継続

・詳細設計の実施予定

・都市計画決定・事業計画変更予定

― 遅れ

10 下水道整備
2-2-3　一般市街地の下
水道整備

下水道河川計画課
下水道河川計画課
下水道施設整備課

・市全域の浸水被害状況等を考慮し、順次局所的かつ効
率的な下水道整備計画を策定し整備

・市全域の浸水被害状況等を考慮し、順次局所的かつ効
率的な下水道整備計画を策定し整備 ―

・福島排水区
　  ポンプ場の改築工事継続(継続)

・西大寺排水区
　  金岡ポンプ場改築更新

・旭東排水区
　  平井排水センター改築工事（継続）

・一般市街地における浸水対策検討
    浜排水区における浸水対策の検討を、床上被害のあった
    国富排水区とあわせ、有効な対策を検討

・西大寺排水区
　 金岡ポンプ場改築更新(継続)

・旭東排水区
　 平井排水センター改築工事（継続）

― 概ね順調

11 下水道整備
2-3-1　暫定貯留管などの
整備

下水道河川計画課 下水道施設整備課 3番と同様 3番と同様 64% 3番と同様 3番と同様 34% 概ね順調

12 下水道整備
2-3-2　合流式下水道の
再整備（中央排水区・巌井
排水区）再掲

下水道河川計画課
下水道施設整備課
下水道河川計画課

7番と同様 7番と同様 ― 7番と同様 7番と同様 ― 概ね順調

2024年度(令和6年度)取り組み目標 2025年度(令和7年度)取り組み目標

※１　分母は長期目標（概ね３０年後）の値

番号 基本方針 行動計画掲載の施策 取りまとめ担当課 実施担当課

第2次 第2次
短期目標
設定率

※１

資料３



岡山市浸水対策行動計画  2024・2025年度　取り組み目標一覧表

参考　第1回協議会報告
（2023年度末時点）

短期目標(2027年度) 中期目標(2032年度) 
最終目標に対す
る年度末時点

進捗率
進捗評価

2024年度(令和6年度)取り組み目標 2025年度(令和7年度)取り組み目標

※１　分母は長期目標（概ね３０年後）の値

番号 基本方針 行動計画掲載の施策 取りまとめ担当課 実施担当課

第2次 第2次
短期目標
設定率

※１

13
既存ストッ
クの有効
活用

2-4-1　河川施設の維持
管理

下水道河川計画課
各区地域整備課
土木農林分室
各支所産業建設課

・必要に応じて、岡山市河川維持管理計画の見直しを行
う。
・維持管理計画に基づき、計画的に市管理河川の維持管
理を推進する。

・維持管理計画に基づき、計画的に市管理河川の維持
管理を推進する。 ― ・維持管理計画に基づく維持管理 ・維持管理計画に基づく維持管理 ― 概ね順調

14
既存ストッ
クの有効
活用

2-4-2　下水道施設の維
持管理

下水道河川計画課
下水道保全課
下水道施設管理課

・点検・調査結果に基づく「下水道ストックマネジメント計
画」の定期的な見直し
・マニュアルに基づいた雨水管きょの清掃・浚渫等の定期
的な実施
・計画に基づく施設の耐水化の実施

・点検・調査結果に基づく「下水道ストックマネジメント計
画」の定期的な見直し
・マニュアルに基づいた雨水管きょの清掃・浚渫等の定
期的な実施
・計画に基づく施設の耐水化の実施

―
・下水道ストックマネジメント計画に基づき点検・調査改築更新を
　行う。（継続）

・耐水化計画に伴う耐水診断を行う

・下水道ストックマネジメント計画に基づき点検・調査改築更新を
　行う。（継続）

・耐水化計画に伴う耐水診断を行う

― 概ね順調

15
既存ストッ
クの有効
活用

2-4-3　既存排水施設の
機能・操作性向上

下水道河川計画課
下水道河川計画課
雨水排水マトリックス
班

・浸水状況を分析し、当面の対策箇所、対策手法を明確
化
・局所的対策（浸水対策特別事業）を継続的に実施

・浸水状況を分析し、当面の対策箇所、対策手法を明確
化
・局所的対策（浸水対策特別事業）を継続的に実施
・水路に繁殖する藻（水草）対策の検討（岡山大学と共
同）

―

・局所的な対策を実施
　　浸水対策特別事業を実施（継続実施）

・島田地区における対策工事を継続実施

・藻（水草）の対策工、維持管理手法の検討（継続）

・局所的な対策を実施
　　浸水対策特別事業を実施（継続実施）

・島田地区における対策工事を継続実施

・藻（水草）の対策工、維持管理手法の検討（継続）

― やや遅れ

16
既存ストッ
クの有効
活用

2-4-4 　雨水取水ゲート
の遠隔操作化

下水道施設整備課 下水道施設整備課 ・累計44基のゲート遠隔操作化 ・遠隔操作化したゲートの運用 100%
・9基のゲートの遠隔操作化工事実施

・5基のゲートの遠隔操作化設計

・5基のゲートの遠隔操作化工事実施

57% 概ね順調

17
既存ストッ
クの有効
活用

2-4-5　児島湖、用排水
路、ため池などの水位事
前調整①児島湖

農村整備課
各区農林水産振興課
土木農林分室
各支所産業建設課

・台風接近前等に関係市町等と連携し岡山県の水位調整
に協力（児島湖）
・事前の水位調整の取り組み継続（用排水路）
・事前の水位調整の取り組み地区の拡大

・台風接近前等に関係市町等と連携し岡山県の水位調
整に協力（児島湖）
・事前の水位調整の取り組み継続（用排水路）
・事前の水位調整の取り組み地区の拡大
・取り組みの効果を分析し、他部局との連携を適用する
範囲の拡大

―

・水位調整に協力
  　水利関係者等への連絡

・水位調整の継続実施
    水位調整

・水位調整の取り組み拡大

・水位調整に協力
    水利関係者等への連絡

・水位調整の継続実施
    水位調整

・水位調整の取り組み拡大

― 概ね順調

18
既存ストッ
クの有効
活用

2-4-5　児島湖、用排水
路、ため池などの水位事
前調整②用排水路

農村整備課
各区農林水産振興課
土木農林分室
各支所産業建設課

・台風接近前等に関係市町等と連携し岡山県の水位調整
に協力（児島湖）
・事前の水位調整の取り組み継続（用排水路）
・事前の水位調整の取り組み地区の拡大

・台風接近前等に関係市町等と連携し岡山県の水位調
整に協力（児島湖）
・事前の水位調整の取り組み継続（用排水路）
・事前の水位調整の取り組み地区の拡大
・取り組みの効果を分析し、他部局との連携を適用する
範囲の拡大

―

・水位調整に協力
  　水利関係者等への連絡

・水位調整の継続実施
    水位調整

・水位調整の取り組み拡大

・水位調整に協力
    水利関係者等への連絡

・水位調整の継続実施
    水位調整

・水位調整の取り組み拡大

― 概ね順調

19
既存ストッ
クの有効
活用

2-4-6　農業用排水路の
維持管理

雨水排水マトリック
ス班
農村整備課

各区農林水産振興課
土木農林分室
各支所産業建設課

・適切な維持管理の継続
・緊急性や必要性の高い箇所の特別浚渫実施、強化
・幹線水路等の主要施設データベース化
・データベース活用による効率的・効果的補修、更新整備
の推進

・適切な維持管理の継続
・緊急性や必要性の高い箇所の特別浚渫実施 ―

・適切な維持管理の継続
    維持修繕の実施

・特別浚渫の実施
    用水路の通水確保

・適切な維持管理の継続
    維持修繕の実施

・特別浚渫の実施
    用水路の通水確保

― 概ね順調

20
既存ストッ
クの有効
活用

2-4-7　道路施設の排水
機能確保のための維持管
理

道路港湾管理課
各区地域整備課
土木農林分室
各支所産業建設課

・側溝や集水桝の土砂堆積等を早期発見・対応するため
のパトロールを強化し、排水機能の確保に努める
・老朽化した排水施設の修繕・更新を実施する

・側溝や集水桝の土砂堆積等を早期発見・対応するため
のパトロールを強化し、継続的に排水機能の確保に努め
る
・老朽化した排水施設の計画的な修繕・更新を継続的に
実施する

―

・道路パトロールや補修の実施
　  道路維持修繕管理要領に基づく適切な維持管理を実施予定
・市民からの異常発見通報など情報提供の啓発
　  引き続き市HPに情報提供の呼びかけを掲載予定
　  幅広い情報提供促進のための道路損傷通報システム導入
    予定

・老朽化した道路排水施設の修繕・更新を実施予定
・道路排水施設の清掃を実施予定
    堆積した土砂や雑草の撤去

・道路パトロールや補修の実施
　  道路維持修繕管理要領に基づく適切な維持管理を実施予定
・市民からの異常発見通報など情報提供の啓発
　  引き続き市HPに情報提供の呼びかけを掲載予定
・市民からの情報提供に基づく適切な維持管理
　  道路損傷通報システム等を通じた市民からの通報に基づく
    維持管理
・老朽化した道路排水施設の修繕・更新を実施予定
・道路排水施設の清掃を実施予定
    堆積した土砂や雑草の撤去

― 概ね順調

21
農地・森
林・緑地の
保全

2-5-1　緑化の推進 庭園都市推進課
各区地域整備課
土木農林分室
各支所産業建設課

・一人当たりの都市公園面積は前年度実績を保持する。
・緑化の推進や保全についての市民意識の高揚を図る。

・一人当たりの都市公園面積は前年度実績を保持する。
・緑化の推進や保全についての市民意識の高揚を図る。 82% ・市民向けＰＲ活動の実施

    緑化推進フェアでPR予定
・市民向けＰＲ活動の実施
    緑化推進フェアでPR予定 82% 順調

22

既存ストッ
クの有効
活用、農
地・森林・
緑地の保
全

2-5-2①　農地・森林の保
全

農林水産課
農村整備課

各区農林水産振興課
土木農林分室
各支所産業建設課

・農地の大区画化や排水改良による農業生産性の向上
・主要な農業用施設等の点検体制を整備し、改修や補
修・長寿命化対策を推進し、農用地を確保
・林道等の維持により、林業者の移動・運搬道路及び地
域住民の生活道路を保全する。（H30追加）
・森林公園の維持管理を行い、市民に憩いとレクリエー
ションの場を提供する

・農地の大区画化や排水改良による農業生産性の向上
・主要な農業用施設等の点検体制を整備し、改修や補
修・長寿命化対策を推進し、農用地を確保
・林道等の維持により、林業者の移動・運搬道路及び地
域住民の生活道路を保全する。（H30追加）
・森林公園の維持管理を行い、市民に憩いとレクリエー
ションの場を提供する

―

・農業生産の向上
    圃場整備
    排水改良実施

・農用地確保
    主要施設等点検整備
    主要施設等の改修・補修長寿命化対策
    個別施設計画に基づく対策実施
 
・林道の維持
    適切な維持修繕工事の実施

・森林公園の維持管理（下刈等）
    北区（建部）：たけべの森公園　10,000m2
    東区（瀬戸）：瀬戸町森林公園　140,800m2
    南区：貝殻山市民憩いの森　323,000m2、215,000m2（植樹地）

・農業生産の向上
    圃場整備
    排水改良実施

・農用地確保
    主要施設等点検整備
    主要施設等の改修・補修長寿命化対策
    個別施設計画に基づく対策実施
 
・林道の維持
    適切な維持修繕工事の実施

・森林公園の維持管理（下刈等）
    北区（建部）：たけべの森公園　10,000m2
    東区（瀬戸）：瀬戸町森林公園　140,800m2
    南区：貝殻山市民憩いの森　323,000m2、215,000m2（植樹地）

― 概ね順調

23

既存ストッ
クの有効
活用、農
地・森林・
緑地の保
全

2-5ｰ3田んぼダムの取組
促進

農林水産課 農林水産課
田んぼダムの取組を促進し、治水安全度の向上を図る
田んぼダムの取組についての周知広報活動を行う。

田んぼダムの取組を促進し、治水安全度の向上を図る
田んぼダムの取組についての周知広報活動を行う。 ―

助成制度の運用
　 多面的機能支払交付金で田んぼダムに取り組む団体に
　 助成

制度の広報
　 田んぼダムの取組についての広報チラシ配布

広報手段の検討

助成制度の運用
　 多面的機能支払交付金で田んぼダムに取り組む団体に
   助成

制度の広報
　 田んぼダムの取組についての広報チラシ配布
 　市ホームページへの掲載

広報手段の検討

― 概ね順調



岡山市浸水対策行動計画  2024・2025年度　取り組み目標一覧表

参考　第1回協議会報告
（2023年度末時点）

短期目標(2027年度) 中期目標(2032年度) 
最終目標に対す
る年度末時点

進捗率
進捗評価

2024年度(令和6年度)取り組み目標 2025年度(令和7年度)取り組み目標

※１　分母は長期目標（概ね３０年後）の値

番号 基本方針 行動計画掲載の施策 取りまとめ担当課 実施担当課

第2次 第2次
短期目標
設定率

※１

24

公共施設
における貯
留浸透施
設の設置

2-6-1①　市管理の施設
における雨水貯留・浸透
施設（市管理施設）

下水道河川計画課 公共建築課他

・敷地面積が3,000m2以上の施設の新築、増築、建替え、
に伴う雨水貯留施設の設置
・3,000m2未満の施設においても積極的に雨水貯留施設
の設置を推進
・設置個所:110施設（合計貯留量：11,000m3）

・敷地面積が3,000m2以上の施設の新築、増築、建替
え、に伴う雨水貯留施設の設置
・3,000m2未満の施設においても積極的に雨水貯留施設
の設置を推進
・設置個所:130施設（合計貯留量：13,000m3）

26% ・2024年度に完成する施設はないが、2025年度以降の完成を
 目指し、各施設の設計・工事を進める。

・岡山中央中学校区公民館整備事業：約37m3

・幡多幼稚園幼保一体化整備工事：約70m3
5% 順調

25

公共施設
における貯
留浸透施
設の設置

2-6-1②　市管理の施設
における雨水貯留・浸透
施設（西部総合公園）

庭園都市推進課 庭園都市推進課

施設整備が令和４（2022）年度に完了するため、本施策
は令和４（2022）年度で終了
公園・緑地の新設・再整備時に雨水流出抑制施設の設置
を検討

施設整備が令和４（2022）年度に完了するため、本施策
は令和４（2022）年度で終了
公園・緑地の新設・再整備時に雨水流出抑制施設の設
置を検討

― ・雨水流出抑制施設の設置を検討 ・雨水流出抑制施設の設置を検討 ― 順調

26

公共施設
における貯
留浸透施
設の設置

2-6-2　市管理の施設（学
校）における雨水貯留・浸
透施設

下水道河川計画課
下水道河川計画課
下水道施設管理課

・雨水貯留タンクを１５小学校（累計47小学校）に設置
・タンク設置の1５小学校に出前授業を行い浸水対策の啓
発
・建て替え工事等に伴う雨水流出抑制施設計画を策定

・雨水貯留タンクを１５小学校（累計62小学校）に設置
・タンク設置の1５小学校に出前授業を行い浸水対策の
啓発
・建て替え工事等に伴う雨水流出抑制施設計画を策定

56%

・雨水貯留タンクを5小学校（累計37小学校）に設置（うち2校
 受贈予定）
　　小学校調整（5月予定）
　　工事発注（7月契約予定）
・タンク設置の５小学校に出前授業を行い浸水対策の啓発

・雨水貯留タンクを5小学校（累計42小学校）に設置（うち2校
 受贈予定）
　　小学校調整（5月予定）
　　工事発注（7月契約予定）
・タンク設置の５小学校に出前授業を行い浸水対策の啓発

41% 順調

27

公共施設
における貯
留浸透施
設の設置

2-6-3　透水性・排水性舗
装の採用

道路計画課

西部・東部道路建設
課
各区地域整備課
土木農林分室
各支所産業建設課

・中心市街地において主要な道路の改修等を実施する際
には、歩道への透水性舗装の採用について検討する。
・県道岡山児島線（Ｌ＝６２５m）、県道岡山児島線（電線
共同溝）（Ｌ＝４５０ｍ）、市道今西市線（Ｌ＝１，２６０ｍ）、
県道岡山玉野線（Ｌ＝４９０ｍ）、市道三浜町築港栄町線
（Ｌ＝７４０ｍ）、(都)上石井岩井線（L=２１０ｍ）において、
排水性舗装を整備する。
・市道表町21号線（Ｌ＝206ｍ）、市道石関町３号線（Ｌ＝３
８０ｍ）、（都）上石井岩井線（Ｌ＝１５８ｍ）において、透水
性舗装を整備する。

・市道今西市線（Ｌ＝６４０ｍ）、県道岡山玉野線（Ｌ＝６５
０ｍ）、県道西大寺山陽線（L＝１６０５ｍ）、(都)下中野平
井線（L=６８０m）、(都)大元二日市町線（L＝９１０ｍ）にお
いて、排水性舗装を整備する。
・（都）大元二日市町線（Ｌ＝８００ｍ）において、透水性舗
装を整備する。

59%
・道路事業の排水性舗装工事
　  排水性舗装面積A=7,500m2（ｔ＝5ｃｍ）を施工
・道路事業の透水性舗装工事
 　 透水性舗装面積A=1,091m2（ｔ＝5ｃｍ）を施工

・道路事業の排水性舗装工事
 　 排水性舗装面積A=3,240m2（ｔ＝5ｃｍ）を施工 38% 順調

28

公共施設
における貯
留浸透施
設の設置

2-6-4　国等公共機関の
管理する施設における雨
水貯留・浸透施設

下水道保全課 国・県
・敷地面積が3,000㎡以上の新築、増築、建替えについて
雨水貯留施設を設置する。

・敷地面積が3,000㎡以上の新築、増築、建替えについて
雨水貯留施設を設置する。 ―

・新築、増築、建替時、雨水排水計画協議を行い雨水貯留施
 設を設置する。

・国・県の担当部署へ訪問し整備促進の普及啓発実施

・新築、増築、建替時、雨水排水計画協議を行い雨水貯留施
 設を設置する。

・国・県の担当部署へ訪問し整備促進の普及啓発実施

― 概ね順調

29

民間施設
における貯
留浸透施
設の設置

2-7-1　開発行為等におけ
る雨水流出抑制対策の実
施

下水道保全課 民間開発業者
・3,000㎡以上の開発行為等について、流出抑制対策を実
施する。

・3,000㎡以上の開発行為等について、流出抑制対策を
実施する。 ―

・3000㎡以上の開発行為等の事前協議時に、確実に流出
 抑制対策を講じるよう指導していく。

・岡山県建築士協会及び岡山県建築士事務所協会、岡山県不
 動産協会、民間の指定確認検査機関（１５機関）へパンフレット
 等での啓発活動実施。

・3000㎡以上の開発行為等の事前協議時に、確実に流出
 抑制対策を講じるよう指導していく。

・岡山県建築士協会及び岡山県建築士事務所協会、岡山県不
 動産協会、民間の指定確認検査機関（１５機関）へパンフレット
 等での啓発活動実施。

― 概ね順調

30

民間施設
における貯
留浸透施
設の設置

2-7-2　戸別住宅等におけ
る浸水被害軽減対策に対
する助成等

下水道保全課 下水道保全課

・雨水貯留タンク設置助成制度の申請件数：600件
・雨水貯留タンク設置助成制度を活用したタンクによる貯
留量：120㎥
・雨水貯留タンク設置助成制度の周知広報活動を行う

・雨水貯留タンク設置助成制度の申請件数：850件
・雨水貯留タンク設置助成制度を活用したタンクによる貯
留量：170㎥
・雨水貯留タンク設置助成制度の周知広報活動を行う

38%

・雨水貯留タンク設置等の推進（目標：申請50件（5ｍ3）)
・雨水貯留タンクの設置等を通し、市民の浸水対策に対する意識
 向上を図る
・制度の広報を実施するとともに、よりよい広報のあり方について
 検討する

・雨水貯留タンク設置等の推進（目標：申請50件（5ｍ3）)
・雨水貯留タンクの設置等を通し、市民の浸水対策に対する意識
 向上を図る
・制度の広報を実施するとともに、よりよい広報のあり方について
 検討する

35% 順調

31
事前の情
報周知・啓
発

2-8-1　内水ハザードマッ
プの活用（自助・共助啓
発）

下水道河川計画課 下水道河川計画課
・継続的な内水ハザードマップの周知・配布、避難行動に
対する啓発
・出前講座の継続的な実施（年5回程度）

・継続的な内水ハザードマップの周知・配布、避難行動に
対する啓発
・出前講座の継続的な実施（年5回程度）

―

・内水ハザードマップの周知・配布、避難行動に対する啓発
　・6月号の広報誌に内水ハザードマップについて掲載
　・広報活動の検討・実施

・出前講座の継続的な実施（年5回程度）
　・公民館等への営業活動

・内水ハザードマップの周知・配布、避難行動に対する啓発
　・6月号の広報誌に内水ハザードマップについて掲載
　・広報活動の検討・実施

・出前講座の継続的な実施（年5回程度）
　・公民館等への営業活動

― 順調

32
防災資機
材の配置・
支給

2-9-1　地下街防災体制
の構築（共助促進）

下水道河川計画課 下水道河川計画課

地下街管理者等が助成制度を活用して止水板を備える
地下管理者等への水位情報等の通知・周知システムの
検討を進める
地下街管理者等が避難訓練を通じ避難確保計画の精度
を向上させる

地下街管理者等が助成制度を活用して止水板を備える
地下管理者等への水位情報等の通知・周知システムの
検討を進める
地下街管理者等が避難訓練を通じ避難確保計画の精度
を向上させる

―

・避難確保計画作成の推進
　未策定地下街管理者等への個別訪問による策定指導実施
　避難確保計画の精度向上を支援

・止水板設置に対する助成制度
　助成制度の運用継続
　助成制度の広報

・避難確保計画作成の推進
　未策定地下街管理者等への個別訪問による策定指導実施
　避難確保計画の精度向上を支援

・止水板設置に対する助成制度
　助成制度の運用継続
　助成制度の広報

― 概ね順調

33
防災資機
材の配置・
支給

2-9-2　水防資機材の支
給（自助支援）

下水道河川計画課 下水道河川計画課

・防災備蓄土、可搬式ポンプの貸与など、水防資機材の
支給に関する取り組みの継続
・水防資機材の支給にあたり、より効率的な体制の検討
を継続
・市民、事業者の止水板設置の推進

・水防資機材の支給にあたり、迅速かつ的確な体制の構
築
・水防資機材の支給にあたり、より効率的な体制の検討
を継続

―

・水防資機材の支給を継続
　防災備蓄土配布
　土のう配布（定期開催、5～9月に月1回実施）
　可搬式ポンプ貸与（年度当初4台増強、町内会要望により
 拡充）
　リースポンプ配備

・新体制の検討
　自主防災組織による避難所誘導、要配慮者避難確保等の検討

・止水板設置に対する助成制度
　助成制度の運用継続
　助成制度の広報

・水防資機材の支給を継続
　防災備蓄土配布
　土のう配布（定期開催、5～9月に月1回実施）
　可搬式ポンプ貸与（年度当初1台増強、町内会要望により
 拡充）
　リースポンプ配備

・新体制の検討
　自主防災組織による避難所誘導、要配慮者避難確保等の検討

・止水板設置に対する助成制度
　助成制度の運用継続
　助成制度の広報

― 概ね順調

34
地域づくり
の啓発・促
進

2-10-1　地域防災体制の
構築（共助促進）

危機管理室 危機管理室

・活動運営費助成金等の活用により、自主防災組織での
防災訓練等を促進し、組織の育成強化を図る

・市民はこうした取り組みを積極的に活用し自主防災組織
の充実、活性化を図る

・支援の強化により、自主防災組織率を100%へ引き上げ
る

・様々な場面を活用し、先進事例の発表や意見交換など
の取組を強化することにより、防災活動を向上させる

・市民は、こうした取り組みを積極的に活用し自主防災組
織の充実、活性化を図る

100%

・自主防災組織率100％を目指す
・自主防災組織の活動活性化
    活動運営費助成金など各種助成金の支給、出前講座等に
 よる啓発
    防災訓練等の取組支援、防災士養成講座の開催（10月開催
 予定）
・個別避難計画作成促進事業
    説明会の開催
    出前講座等による啓発

・自主防災組織率100％を目指す
・自主防災組織の活動活性化
    活動運営費助成金など各種助成金の支給、出前講座等に
 よる啓発
    防災訓練等の取組支援、防災士養成講座の開催

・個別避難計画作成促進事業
    説明会の開催
    出前講座等による啓発

94% 概ね順調



岡山市浸水対策行動計画  2024・2025年度　取り組み目標一覧表

参考　第1回協議会報告
（2023年度末時点）

短期目標(2027年度) 中期目標(2032年度) 
最終目標に対す
る年度末時点

進捗率
進捗評価

2024年度(令和6年度)取り組み目標 2025年度(令和7年度)取り組み目標

※１　分母は長期目標（概ね３０年後）の値

番号 基本方針 行動計画掲載の施策 取りまとめ担当課 実施担当課

第2次 第2次
短期目標
設定率

※１

35

効果的・効
率的な災
害情報発
信

2-11-1　気象情報、河川・
児島湖水位、雨水幹線水
位、避難情報等の情報提
供

危機管理室 危機管理室

・情報収集・伝達の効率化を図るため、災害用モバイル端
末等の機器を、現場対応部署へ配備する
・市民は、行政が発信する情報を積極的に入手し、早め
の避難行動をとる
・新たな避難情報提供手段に係る情報収集を継続的に行
う

・情報収集・伝達の効率化を図るため、災害用モバイル
端末等の機器を、現場対応部署へ配備する
・市民は、行政が発信する情報を積極的に入手し、早め
の避難行動をとる
・新たな避難情報提供手段に係る情報収集を継続的に
行う

―

・被災現場情報収集・把握機器の運用
　　災害用モバイル端末（スマートホン）を活用した訓練を行う。

・緊急情報手段の多様化
    緊急情報伝達手段の新庁舎整備の設計を実施する。

・被災現場情報収集・把握機器の運用
　　災害用モバイル端末（スマートホン）を活用した訓練を行う。

・緊急情報手段の多様化
    緊急情報伝達手段の新庁舎整備の設計を実施する。

― 概ね順調

36

効果的・効
率的な災
害情報発
信

2-11-2　水防に対する意
識向上対策の検討

危機管理室 危機管理室

・市民は、防災訓練に積極的に参加し、自助・共助の必要
性についての理解を深める
・防災士資格の取得を促進し、地域防災リーダーの育成
を図る
・地域防災リーダーは、自主防災組織の結成を促進し、
地域の防災組織等が連携して行う防災活動の促進を図
る

・様々な場面を活用し、先進事例の発表や意見交換を実
施することにより、防災リーダーの能力向上を図る
・市民は、防災訓練に積極的に参加し、自助・共助の必
要性について理解を深める

―

・防災士養成講座の開催（再掲）
　委託契約、講座開設・運用
　効果や課題の分析、検討

・自主防災組織の結成促進及び活動活性化（再掲）
　出前講座等による啓発
　防災訓練等の取組支援

・個別避難計画作成促進事業（再掲）
　説明会の開催
　出前講座等による啓発

・WEB版ハザードマップ運用

・防災士養成講座の開催（再掲）
　委託契約、講座開設・運用
　効果や課題の分析、検討

・自主防災組織の結成促進及び活動活性化（再掲）
　出前講座等による啓発
　防災訓練等の取組支援

・個別避難計画作成促進事業（再掲）
　説明会の開催
　出前講座等による啓発

・WEB版ハザードマップ運用

― 概ね順調

37

効果的・効
率的な災
害情報発
信

2-11-3　洪水ハザードマッ
プの活用（自助・共助啓
発）

危機管理室 危機管理室

・国、県が想定最大規模降雨時の想定浸水域、想定浸水
深を公表した際、洪水ハザードマップの改訂版を作成す
る
・防災の出前講座等により洪水・高潮・津波ハザードマッ
プの周知、避難行動に対する啓発を行う
・市民は洪水・高潮・津波ハザードマップで得られる情報
に基づき、浸水時に向けた対策を講じる

・防災の出前講座等により洪水・高潮・津波ハザードマッ
プの周知、避難行動に対する啓発を行う
・市民は洪水・高潮・津波ハザードマップで得られる情報
に基づき、浸水時に向けた対策を講じる

―

・洪水、高潮、津波ハザードマップ配布・周知
　市ホームページ等で周知
　対象地域住民、市出先機関等へ配布して周知

・出前講座等による啓発
　出前講座等で説明

・洪水、高潮、津波ハザードマップ配布・周知
　市ホームページ等で周知
　対象地域住民、市出先機関等へ配布して周知

・出前講座等による啓発
　出前講座等で説明

― 概ね順調

38
避難体制
の整備・周
知

2-12-1　市の水防体制の
強化等（タイムライン）

危機管理室 国、危機管理室
・旭川、吉井川水害タイムラインの訓練、ふりかえり（検
証）を、年に一度実施することにより、タイムラインを改善
する

・旭川、吉井川水害タイムラインの訓練、ふりかえり（検
証）を不断に実施し、タイムラインの精度を高める ―

・旭川水害タイムライン、吉井川水害タイムラインの運用・ふりか
 えり
　タイムラインに沿った机上演習の実施
　ふりかえり（検証）の実施
　改善案の検討（各タイムラインの運用調整含む）

・旭川水害タイムライン、吉井川水害タイムラインの運用・ふりか
 えり
　タイムラインに沿った机上演習の実施
　ふりかえり（検証）の実施
　改善案の検討（各タイムラインの運用調整含む）

― 概ね順調

39
避難体制
の整備・周
知

2-12-2　防災活動を通じ
たコミュニティの形成

危機管理室 危機管理室

・市民は、防災訓練に積極的に参加し、自助・共助の必要
性についての理解を深める
・防災士資格の取得を促進し、地域防災リーダーの育成
を図る
・地域防災リーダーは、自主防災組織の結成を促進し、
地域の防災組織等が連携して行う防災活動の促進を図
る

・様々な場面を活用し、先進事例の発表や意見交換を実
施することにより、防災リーダーの能力向上を図る
・市民は、防災訓練に積極的に参加し、自助・共助の必
要性について理解を深める

100%

防災士養成講座の開催（再掲）
 　委託契約、講座開設・運用
　 効果や課題の分析、検討

自主防災組織の結成促進及び活動活性化（再掲）
　 出前講座等による啓発
　 防災訓練等の取組支援

個別避難計画作成支援、啓発（再掲）
　 説明会の開催
　 出前講座等による啓発

防災士養成講座の開催（再掲）
 　委託契約、講座開設・運用
　 効果や課題の分析、検討

自主防災組織の結成促進及び活動活性化（再掲）
　 出前講座等による啓発
　 防災訓練等の取組支援

個別避難計画作成支援、啓発（再掲）
　 説明会の開催
　 出前講座等による啓発

94% 概ね順調

40
避難体制
の整備・周
知

2-12-3　自主防災組織や
消防団等と連携した防災
訓練実施

危機管理室
危機管理室
下水道河川計画課

・自主防災組織、消防団等の防災関連機関が連携した総
合防災訓練や水防訓練を実施し、地域住民の応急対応
力を向上させる
・総合防災訓練や水防訓練には、若者の参加を促進し、
次世代を担う人材を育成する
・要配慮者利用施設の避難確保計画の策定　策定率
100％

・地域に関係する多様な団体と連携した防災訓練又は図
上訓練を実施し、防災関係機関相互の協力体制の強化
を図る
・市民は、地域に事業所を有する事業者等と共同して、
防災訓練や物資等の備蓄を行い、地域における防災力
の向上を図る

―

・総合防災訓練（9月実施予定）や水防訓練（5月実施予定）の
 実施
 と、若者を含めた幅広い世代の地域住民の訓練参加のための
 工夫

・岡山市要配慮者利用施設の避難確保計画に係る講習会の
 実施

・総合防災訓練（9月実施予定）や水防訓練（5月実施予定）の
 実施
 と、若者を含めた幅広い世代の地域住民の訓練参加のための
 工夫

・岡山市要配慮者利用施設の避難確保計画に係る講習会の
 実施

― 概ね順調



②：1工区
期間：H30～R7年度出水期

φ3750㎜ L≒3,700m
取水ゲート 3箇所

①：2工区
期間：R6～R12

φ1800㎜ L≒380m
φ2400㎜ L≒2,000ｍ
取水ゲート 5箇所

◎

◎

◎

◎

◎
◎ ◎

◎

①②

③

浦安11号雨水幹線（2工区）の概要について

①：浦安11号雨水幹線（2工区）の設計 ⇒ R6年度 雨水幹線管きょ工事発注
②：浦安11号雨水幹線（1工区）の工事実施 ⇒ R7年度 出水期までに完工予定

事業概要

①

③
②

雨水幹線（低段系）の施設イメージ

浸水常襲地区

◎◎ 雨水取水ゲート箇所

下水道河川局
公式Youtubeチャンネルへどうぞ→

浦安11号雨水幹線
（1工区）⼆次覆工完了

参考資料１



令和３年度に下水道施設の耐水化計画を策定しており、この計画において以下のフロー図に
示す耐水化対策の方針決定を行っている。
耐水診断は、開口閉塞などの対策を行った結果、構造物に片水圧が作用する施設に対して構

造的な安全性を診断するもの。

概 要

今後、必要な構造計算や詳細設計などを実施し、対策工事を行っていく。

表：電気設備高所移設検討

図：耐水対策後の応力発生イメージ(壁の場合)

耐水化計画に伴う耐水診断結果について（R5年度）

表：構造検討結果まとめ

方針決定
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今年度の運用実績について - ４月から１２月 -

通報情報への対応について - 通報情報を本システムにより適時に把握 -

道路・公園損傷等通報機能の運用状況について

令和5年8月1日より、岡山市公式LINEアカウントに、「道路・公園損傷等通報」
機能を追加し、市民からの通報に基づく維持管理を実施している。

概 要

令和６年度中の、道路に関する通報件数は４９６件。
そのうち、浸水対策関係の通報件数は５件。

通報日：令和６年６月２日 場所：北区牟佐１５４９

通報日：令和６年８月９日 場所：北区船頭町１０－１０

市公式LINEによる通報画面
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ワンコイン浸水センサの実証実験について（8/29～8/３1）

国交省において浸水常襲地区等に、浸水センサを設置し、その状況を把握する実証実験を実施中。
昨年度に、浸水常襲地区である岡山大学周辺をモデル地区として、浸水センサを４箇所に設置。概 要

報 告
8月29日～8月３1日の降雨において、浸水センサの反応を確認。
「浸水センサ」と「下水道河川局で設置している既存の水位計」との相関関係を確認。

設置概要図

水位観測データ 「ワンコイン浸水センサ・既存水位計との相関について」

①③（検知無）
ワンコイン浸水センサ

既存水位計

津島１号幹線

凡例

岡大西側②④について、既存の水位計との相関を確認
⇒引き続きデータを収集し、岡山市においても雨水取水ゲートの操作等へ活用する。

おかやま全県統合型GIS

（北区津島福居一丁目）

（北区津島西坂二丁目）

③岡大北東
（北区津島東二丁目）

①岡大東側
（北区津島東二丁目）

既存水位計
津島第５ゲート

既存水位計
津島第５-２観測局②岡大西側

④津島西坂

既存水位計
津島第３ゲート

岡山大学

GL+30

GL±0

GL-30

GL-60

②④（検知）
ワンコイン浸水センサ

既存水位計 津島第２ゲート

センサ設置状況

GL±0

④津島西坂で道路冠水を検知

ワンコイン浸水センサと
既存の水位計との相関を確認
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